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経営事項審査の更新について 

 

１．経営事項審査の更新については、審査基準日（決算日）から１年７カ月の

間に更新を行うこととなっています。更新申請手続きが遅れることにより有

効期限が切れ、公共工事の入札参加ができなくなる期間が生じる場合がある

ので、審査基準日以降速やかに更新するよう注意すること。 

２．経営事項審査の更新を行った場合は、結果通知の写しを財政課に提出のこ

と。 

 


